
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

（
第
九
〇
六
七
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 75 号

平成 15 年

9 月24日（水曜日）

一

規
　
　
則

み
ど
り
豊
か
で
う
る
お
い
の
あ
る
県
土
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
み
ど
り
保
全
課
）

一

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
薬
務
感
染
症
対
策
課
）

告
　
　
示

○
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
寿
社
会
対
策
課
）

八

公
　
　
告

○
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
同
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
）

（
都
市
計
画
課
）

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
（
公
共
施
設
）
の
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
土
地
区
画
整
理
法
の
規
定
に
よ
る
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

九

監
査
委
員
公
表

○
監
査
結
果
の
公
表
（
七
件
）

み
ど
り
豊
か
で
う
る
お
い
の
あ
る
県
土
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
八
十
八
号

み
ど
り
豊
か
で
う
る
お
い
の
あ
る
県
土
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規

則

み
ど
り
豊
か
で
う
る
お
い
の
あ
る
県
土
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
香
川
県
規
則
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
ロ
及
び
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ
　
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構

ハ
　
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構

第
三
条
第
一
号
ホ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ホ
　
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
八
十
九
号

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
五
十

七
号
）
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
）
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
麻
薬
営
業
者
の
免
許
が
失
効
し
た
場
合
等
の
届
出
）

第
二
条
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

届
出
は
所
有
麻
薬
届
出
書
（
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
麻
薬
譲
渡
届
出
書
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
麻
薬
小
売
業
者
等
の
届
出
）

第
三
条
　
法
第
四
十
七
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
年
間
麻
薬
受
払
届
出
書
（
第

三
号
様
式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
麻
薬
取
締
員
証
）

第
四
条
　
知
事
は
、
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
し
た
麻
薬
取
締
員
に
対
し
、
麻
薬
取
締

員
証
を
貸
与
す
る
。

２
　
麻
薬
取
締
員
証
の
制
式
は
、
第
四
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

３
　
麻
薬
取
締
員
は
、
麻
薬
取
締
員
証
の
取
扱
い
を
慎
重
に
し
、
知
事
が
指
定
し
た
場
合
を
除
き
、
常
に

こ
れ
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
麻
薬
取
締
員
は
、
職
務
の
執
行
に
当
た
り
、
司
法
警
察
員
と
し
て
職
務
を
行
う
者
で
あ
る
こ
と
を
示

す
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
麻
薬
取
締
員
証
の
身
分
証
及
び
記
章
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
麻
薬
取
締
員
は
、
麻
薬
取
締
員
証
を
紛
失
し
、
損
傷
し
、
又
は
汚
損
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨

を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
麻
薬
取
締
員
は
、
麻
薬
取
締
員
を
免
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
麻
薬
取
締
員
証
を
知
事
に
返
納
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
措
置
入
院
者
の
入
院
に
要
す
る
費
用
の
徴
収
）

第
五
条
　
知
事
は
、
法
第
五
十
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
八
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
措

置
入
院
者
（
以
下
「
措
置
入
院
者
」
と
い
う
。
）
、
そ
の
配
偶
者
又
は
当
該
措
置
入
院
者
と
生
計
を
同

じ
く
す
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
扶
養
義

務
者
（
以
下
こ
れ
ら
の
者
を
「
費
用
負
担
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
措
置
入
院
者
の
入
院
に
要
す
る

費
用
と
し
て
別
表
に
定
め
る
額
を
徴
収
す
る
。

２
　
知
事
は
、
災
害
そ
の
他
の
特
別
の
事
由
に
よ
り
費
用
負
担
者
に
経
済
上
の
著
し
い
変
動
が
あ
っ
た
と

き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
費
用
の
額
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
五
条
関
係
）

費
用
負
担
者
の
所
得
税
額
の
合
算
額
　
　
　
　
　
　
　
徴
　
　
収
　
　
月
　
　
額

百
五
十
万
円
以
下
の
場
合
　
　
　
　
　
〇
円

百
五
十
万
円
を
超
え
る
場
合
　
　
　
　
二
万
円
。
た
だ
し
、
措
置
入
院
者
の
入
院
に
要
し
た
費
用

の
額
か
ら
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

（
第
九
〇
六
七
号
）

二

律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
条
の

二
に
規
定
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
当
該
措
置
入
院
者
が

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
医
療
に
関
す
る
給
付
の
額
を
控
除

し
た
額
が
二
万
円
に
満
た
な
い
場
合
は
、
そ
の
額

備
考１

　
費
用
負
担
者
の
所
得
税
額
の
合
算
額
と
は
、
費
用
負
担
者
の
前
年
分
の
所
得
税
額
（
前
年
分
の

所
得
税
額
が
確
定
し
て
い
な
い
と
き
は
、
前
々
年
分
の
所
得
税
額
）
を
合
算
し
た
額
を
い
う
。

２
　
措
置
入
院
者
が
月
の
途
中
に
お
い
て
入
院
し
、
又
は
退
院
し
た
場
合
の
そ
の
月
の
徴
収
月
額
に

つ
い
て
は
、
表
中
「
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
万
円
を
そ
の
月
の
実
日
数
で
除
し
て
得
た
額

に
そ
の
月
の
入
院
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



印

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

（
第
九
〇
六
七
号
）

三

第１号様式（第２条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

所有麻薬届出書



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

（
第
九
〇
六
七
号
）

四

第２号様式（第２条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

麻薬譲渡届出書

印



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

（
第
九
〇
六
七
号
）

五

第
３
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）

年
間
麻
薬
受
払
届
出
書

印



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

（
第
九
〇
六
七
号
）

六

第４号様式（第４条関係）

本体

身分証



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

（
第
九
〇
六
七
号
）

七

記章

備考　１　本体は、黒色革製二つ折りとし、ひもを付ける穴を設ける。

２　身分証入れは、無色透明のプラスチック製とし、身分証に表示された事項を外側か

ら確認することができるものとする。

３　身分証には、写真（脱帽して上半身を正面から撮影したもの）を印刷し、又ははり

付け、氏名を記し、県章の刻印を押し、知事印を押すものとする。ただし、当該写真

を印刷した場合は、県章の刻印を押すことを要しない。

４　記章は、金属製とし、花弁部分を銀色、「麻薬取締員」及び「ＮＡＲＣＯＴＩＣＳ

ＣＯＮＴＲＯＬ　ＯＦＦＩＣＥＲ」の文字を黒色、その他の部分を金色で表示する。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

（
第
九
〇
六
七
号
）

八

●
香
川
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

三
七
七
〇
一
　
有
限
会
社
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
　
有
限
会
社
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
　
平
成
十
五
年
　
訪
問
介
護

〇
二
六
〇
〇
　
風
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
風
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
月
十
六
日
　
居
宅
介
護

高
松
市
御
厩
町
六
四
九
番
　
代
表
取
締
役
　
井
村
艶
子
　
　
　
　
　
　
　
支
援

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
御
厩
町
六
四
九
番

地

三
七
七
一
五
　
綾
歌
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
　
社
会
福
祉
法
人
さ
ぬ
き
恵
　
〃
　
　
　
　
　
通
所
介
護

〇
〇
六
七
九
　
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
寿
会

綾
歌
郡
綾
歌
町
岡
田
下
五
　
理
事
長
　
近
石
恵
三

〇
三
番
地
一
　
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
綾
歌
町
岡
田
下
五

〇
三
番
地
一

●
香
川
県
公
告
第
五
百
五
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
か
が
わ
市
が
土

地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
横
断
道
関
連
・
ほ
場
整
備
事
業
）
小
坂
地
区
）
計
画
を

変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
九
月
一
日
同
意
し
た
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
五
十
九
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
駒
止
町
二
丁
目
三
七
一
一
―
一
の
一
部

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

高
松
市
林
町
二
二
一
七
番
地
一
〇

株
式
会
社
　
穴
吹
ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム

代
表
取
締
役
　
嶋
津
　
哲

●
香
川
県
公
告
第
五
百
六
十
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
川
津
町
字
中
塚
四
五
一
三
―
一

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

坂
出
市
川
津
町
四
六
六
五
番
地

高
木
　
優

●
香
川
県
公
告
第
五
百
六
十
一
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
駒
止
町
二
丁
目
三
七
一
一
―
一
の
一
部

告

示

公

告

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称

及

び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

（
第
九
〇
六
七
号
）

九

二
　
工
事
を
完
了
し
た
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

１
　
道
路

道
路
（
有
効
幅
員
四
・
六
六
メ
ー
ト
ル
、
延
長
五
八
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
）

坂
出
市
駒
止
町
二
丁
目
三
七
一
一
―
一
の
一
部

２
　
排
水
施
設

排
水
管
（
直
径
二
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
五
六
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
）

坂
出
市
駒
止
町
二
丁
目
三
七
一
一
―
一
の
一
部
及
び
同
地
先
農
道

排
水
管
（
直
径
二
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
六
一
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
）

坂
出
市
駒
止
町
二
丁
目
三
七
一
一
―
一
の
一
部
及
び
同
地
先
市
道

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

高
松
市
林
町
二
二
一
七
番
地
一
〇

株
式
会
社
　
穴
吹
ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム

代
表
取
締
役
　
嶋
津
　
哲

●
香
川
県
公
告
第
五
百
六
十
二
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
仁
尾
町

加
嶺
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
仁
尾
町
加
嶺
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

監
査
委
員
公
表

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
33号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、

同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
15年
９
月
24日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
鎌
　
田
　
守
　
恭

同
　
　
　
　
　
名
　
和
　
基
　
延

同
　
　
　
　
　
石
　
川

治

同
　
　
　
　
　
広
　
瀬
　
員
　
義

１
　
監
査
対
象
部
局
　
　
　
政
策
部
及
び
出
納
局

２
　
監
査
対
象
年
度
　
　
　
平
成
14年
度

３
　
監
査
の
概
要

監
査
対
象
機
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
査
年
月
日

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
４
月
17日

東
京
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
５
月
27日

県
民
参
画
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
６
月
６
日

政
策
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
６
月
９
日

広
聴
広
報
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

自
治
振
興
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
６
月
10日

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

交
通
政
策
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

情
報
政
策
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

人
権
・
同
和
政
策
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
６
月
13日

出
納
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
８
月
25日

小
豆
総
合
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
９
月
２
日

４
　
監
査
の
結
果

財
務
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ

の
都
度
関
係
機
関
に
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
と
も
厳
正
か
つ
効
率
的
な
執
行
に
留
意
す
る
よ
う
要
望
し
た
。

指
摘
事
項

該
当
事
項
な
し

指
導
注
意
事
項

ア
　
占
用
料
の
収
入
事
務
に
つ
い
て

占
用
許
可
の
期
間
が
前
年
度
以
前
か
ら
継
続
し
て
い
る
道
路
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
平
成
14年

４
月
30日
ま
で
に
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
務
処
理
が
遅
延
し
、
納
入

通
知
書
の
発
行
が
そ
の
期
限
を
超
え
て
い
た
。
（
小
豆
総
合
事
務
所
）



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

（
第
九
〇
六
七
号
）

一
〇

イ
　
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

週
休
日
の
振
替
及
び
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
を
週
を
越
え
て
行
っ
た
が
、
勤
務
を
要

す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
週
に
あ
る
休
日
に
休
日
給
が
支
給
さ
れ
て
い
る
た
め
、
休
日

給
が
支
給
さ
れ
た
時
間
を
差
し
引
い
て
支
給
割
合
100分

の
25の
超
過
勤
務
手
当
を
支
給
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
差
し
引
か
ず
に
支
給
し
て
い
る
の
で
、
正
当
額

と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
（
政
策
課
）

半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
を
行
い
、
勤
務
を
割
り
振
ら
れ
た
４
時
間
を
超
え
て
勤
務
し

た
場
合
に
は
、
４
時
間
を
超
え
る
時
間
に
つ
い
て
は
、
支
給
割
合
100分

の
125の

超
過
勤
務

手
当
を
支
給
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誤
っ
て
支
給
割
合
100分

の
135の

超
過
勤

務
手
当
を
支
給
し
て
い
る
の
で
、
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
を
週
を
越
え
て
行
っ
た
が
、
勤
務
し
た
４
時
間
に
つ

い
て
支
給
割
合
100分

の
25の
超
過
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
支
給
し
て
い
な
い
の
で
、
追
給
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
小
豆
総
合
事
務
所
）

ウ
　
旅
費
の
支
給
に
つ
い
て

定
期
券
に
よ
る
公
共
交
通
機
関
利
用
の
通
勤
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
、
そ

の
経
路
に
通
勤
定
期
の
通
用
区
間
を
含
む
出
張
を
命
じ
、
旅
費
計
算
に
当
た
っ
て
通
勤
手
当
と
の

調
整
が
必
要
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
調
整
を
せ
ず
誤
っ
た
額
の
旅
費
を
支
給
し
て
い
る
の

で
、
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
（
小
豆
総
合
事
務
所
）

エ
　
賃
金
の
支
給
に
つ
い
て

日
々
雇
用
職
員
の
賃
金
の
支
給
に
当
た
り
、
出
勤
日
数
を
誤
っ
て
算
定
し
て
い
る
の
で
、
正

当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
（
広
聴
広
報
課
）

日
々
雇
用
職
員
の
期
末
賃
金
の
支
給
に
当
た
り
、
欠
勤
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
割

合
を
誤
っ
て
算
定
し
て
い
る
の
で
、
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
（
県

民
参
画
課
）

検
討
指
示
事
項

該
当
事
項
な
し

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
34号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、

同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
15年
９
月
24日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
鎌
　
田
　
守
　
恭

同
　
　
　
　
　
名
　
和
　
基
　
延

同
　
　
　
　
　
石
　
川

治

同
　
　
　
　
　
広
　
瀬
　
員
　
義

１
　
監
査
対
象
部
局
　
　
農
政
水
産
部

２
　
監
査
対
象
年
度
　
　
平
成
14年
度

３
　
監
査
の
概
要

監
査
対
象
機
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
査
年
月
日

農
業
大
学
校
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
４
月
14日

西
讃
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
平
成
15年
４
月
15日

農
業
試
験
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
４
月
18日

東
讃
土
地
改
良
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

東
部
家
畜
保
健
衛
生
所
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
４
月
22日

畜
産
試
験
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

水
産
試
験
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

赤
潮
研
究
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

畜
産
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
５
月
22日

農
業
生
産
流
通
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

農
業
経
営
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

農
政
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
５
月
23日

土
地
改
良
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

農
村
整
備
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

水
産
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
５
月
26日

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

東
讃
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
平
成
15年
８
月
26日

中
讃
土
地
改
良
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

（
第
九
〇
六
七
号
）

一
一

中
讃
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
平
成
15年
８
月
28日

西
讃
土
地
改
良
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

西
部
家
畜
保
健
衛
生
所
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
９
月
11日

４
　
監
査
の
結
果

財
務
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ

の
都
度
関
係
機
関
に
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
と
も
厳
正
か
つ
効
率
的
な
執
行
に
留
意
す
る
よ
う
要
望
し
た
。

指
摘
事
項

該
当
事
項
な
し

指
導
注
意
事
項

ア
　
海
岸
占
用
料
の
調
定
に
つ
い
て

送
電
ケ
ー
ブ
ル
の
設
置
を
目
的
と
す
る
占
用
許
可
に
伴
う
海
岸
占
用
料
の
調
定
に
当
た
り
、
占

用
面
積
の
算
出
方
法
を
誤
っ
た
た
め
、
調
定
額
が
誤
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
（
中
讃
土
地
改

良
事
務
所
）

イ
　
通
勤
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

自
動
車
等
で
通
勤
す
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、
通
勤
距
離
の
認
定
を
誤
っ
て
い

る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
の
で
、
精
査
の
う
え
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

（
農
業
生
産
流
通
課
、
農
業
試
験
場
）

ウ
　
住
居
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

住
宅
を
借
り
受
け
て
居
住
す
る
職
員
の
住
居
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、
家
賃
の
認
定
を
誤
っ
て

い
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
の
で
、
精
査
の
う
え
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
。（
農
業
経
営
課
）

エ
　
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

週
休
日
の
振
替
え
を
週
を
越
え
て
行
う
場
合
に
は
、
支
給
割
合
100分

の
25の
超
過
勤
務
手

当
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
し
て
い
な
い
の
で
、
追
給
す
る
必

要
が
あ
る
。（
中
讃
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
）

週
休
日
に
新
た
に
勤
務
を
命
じ
た
場
合
に
、
勤
務
時
間
の
確
認
を
誤
り
勤
務
時
間
が
４
時
間

に
満
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
週
を
越
え
る
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
を
行
い
、
支
給

割
合
100分

の
25の
超
過
勤
務
手
当
を
支
給
し
て
い
る
の
で
、
支
給
割
合
100分

の
25の
超
過

勤
務
手
当
相
当
額
を
返
納
さ
せ
、
支
給
割
合
100分

の
135の

超
過
勤
務
手
当
を
追
給
す
る
必

要
が
あ
る
。
（
東
讃
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
）

週
休
日
に
新
た
に
８
時
間
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
っ
た
場
合
、
４
時
間
ず
つ
２
日
に
分

け
て
勤
務
を
要
し
な
い
日
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
割
振
り
変
更
を
行

い
、
支
給
割
合
100分

の
25の
超
過
勤
務
手
当
を
支
給
し
て
い
る
の
で
、
支
給
割
合
100分

の

25の
超
過
勤
務
手
当
相
当
額
を
返
納
さ
せ
、
割
振
り
変
更
が
で
き
な
い
４
時
間
に
つ
い
て
は
、

支
給
割
合
100分

の
125の

超
過
勤
務
手
当
を
追
給
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
農
業
大
学
校
）

検
討
指
示
事
項

ア
　
登
記
事
務
処
理
の
推
進
に
つ
い
て

用
地
の
未
登
記
の
解
消
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
努
力
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
依

然
と
し
て
多
数
の
未
登
記
件
数
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
引
き
続
き
そ
の
解
消
に
向
け
て
検
討
が

必
要
で
あ
る
。
(土
地
改
良
課
)

イ
　
学
校
等
敷
地
の
管
理
に
つ
い
て

学
校
等
敷
地
内
に
介
在
し
た
農
道
、
水
路
等
が
用
途
廃
止
等
所
要
の
手
続
が
と
ら
れ
な
い
ま
ま

残
っ
て
い
る
。
境
界
確
認
を
行
う
な
ど
努
力
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
引
き
続
き
そ
の
解

消
に
向
け
て
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
（
農
業
大
学
校
、
水
産
試
験
場
)

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
35号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、

同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
15年
９
月
24日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
鎌
　
田
　
守
　
恭

同
　
　
　
　
　
名
　
和
　
基
　
延

同
　
　
　
　
　
石
　
川

治

同
　
　
　
　
　
広
　
瀬
　
員
　
義

１
　
監
査
対
象
部
局
　
　
　
土
木
部

２
　
監
査
対
象
年
度
　
　
　
平
成
14年
度

３
　
監
査
の
概
要



香
　
　
川
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報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
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月
二
十
四
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（
第
九
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六
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号
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一
二

監
査
対
象
機
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
査
年
月
日

横
断
自
動
車
道
対
策
課
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
３
月
25日

長
尾
土
木
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
８
月
26日

善
通
寺
土
木
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

坂
出
土
木
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
８
月
28日

西
讃
土
木
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

高
松
土
木
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
８
月
29日

高
松
港
管
理
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
９
月
２
日

サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
推
進
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

道
路
建
設
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
９
月
４
日

道
路
保
全
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

河
川
砂
防
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

港
湾
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
９
月
５
日

都
市
計
画
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

下
水
道
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

建
築
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
９
月
８
日

住
宅
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
推
進
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

土
木
監
理
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
９
月
９
日

技
術
企
画
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

４
　
監
査
の
結
果

財
務
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ

の
都
度
関
係
機
関
に
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
と
も
厳
正
か
つ
効
率
的
な
執
行
に
留
意
す
る
よ
う
要
望
し
た
。

指
摘
事
項

該
当
事
項
な
し

指
導
注
意
事
項

ア
　
占
用
料
の
収
入
事
務
に
つ
い
て

占
用
許
可
の
期
間
が
前
年
度
以
前
か
ら
継
続
し
て
い
る
道
路
占
用
料
及
び
河
川
占
用
料
に
つ

い
て
は
、
平
成
14年
４
月
30日
ま
で
に
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
納
入

通
知
書
の
納
付
期
限
が
徴
収
期
限
を
超
え
て
い
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
。
（
長
尾
土
木
事
務

所
、
善
通
寺
土
木
事
務
所
）

道
路
占
用
料
等
を
履
行
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
い
と
き
は
、
当
該
履
行
期
限
後
20日
以
内
に

督
促
状
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
督
促
状
の
発
行
が
遅
延
し
て
い
る

も
の
や
督
促
状
が
発
行
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
。
（
善
通
寺
土
木
事
務
所
）

イ
　
証
紙
収
入
事
務
に
つ
い
て

証
紙
に
よ
り
収
入
す
る
特
殊
車
両
通
行
許
可
申
請
手
数
料
の
平
成
14年
10月
分
証
紙
収
納
報
告

書
の
収
納
金
額
及
び
件
数
が
誤
っ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
是
正
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
同
手
数
料
に
係
る
証
紙
収
納
簿
が
作
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
（
長
尾
土
木
事
務
所
）

ウ
　
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

週
休
日
に
新
た
に
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
っ
た
場
合
、
割
り
振
っ
た
８
時
間
又
は
４
時
間

の
勤
務
時
間
を
超
え
た
時
間
に
対
し
て
は
100分

の
125の

割
合
で
超
過
勤
務
手
当
を
支
給
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
100分

の
135の

割
合
で
支
給
し
て
い
た
の
で
、
正

当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
又
は
追
給
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
河
川
砂
防
課
、
長
尾
土
木
事

務
所
、
坂
出
土
木
事
務
所
）

週
休
日
に
新
た
に
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
い
、
週
を
越
え
て
勤
務
を
要
し
な
い
時
間
を
定

め
た
た
め
、
割
り
振
っ
た
勤
務
時
間
に
対
し
100分

の
25の
割
合
で
超
過
勤
務
手
当
を
支
給
し

た
が
、
異
な
る
週
に
属
す
る
週
休
日
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
に
よ
り
、
初
め
に
新
た
に
勤

務
時
間
を
割
り
振
っ
た
週
に
お
い
て
勤
務
を
要
し
な
い
日
又
は
時
間
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

結
果
的
に
当
該
週
の
勤
務
時
間
が
40時
間
を
超
え
な
か
っ
た
の
で
、
100分

の
25の
割
合
で
支

給
し
た
超
過
勤
務
手
当
相
当
額
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
（
河
川
砂
防
課
、
坂
出
土
木
事

務
所
）

週
休
日
に
新
た
に
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
い
、
週
を
越
え
て
勤
務
を
要
し
な
い
時
間
を
定

め
た
場
合
に
は
、
割
り
振
っ
た
勤
務
時
間
に
対
し
100分

の
25の
割
合
で
超
過
勤
務
手
当
を
支

給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
追
給
す
る
必
要

が
あ
る
。
（
河
川
砂
防
課
）
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一
三

超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、
超
過
勤
務
時
間
の
入
力
を
誤
っ
た
た
め
、
追
給
又
は
返

納
を
要
す
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
。
（
河
川
砂
防
課
）

検
討
指
示
事
項

ア
　
高
松
港
港
湾
施
設
使
用
料
の
徴
収
に
つ
い
て

高
松
港
港
湾
施
設
使
用
料
の
徴
収
事
務
委
託
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
昨
年
度
の
定
期
監

査
に
お
い
て
検
討
指
示
事
項
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
、
関
係
者
と
協
議
し
な
が
ら
多
方
面

か
ら
検
討
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
速
や
か
に
検
討
結
果
を
得
る
よ
う
努
め
ら
れ
た
い
。

（
港
湾
課
）

イ
　
登
記
事
務
処
理
の
推
進
に
つ
い
て

用
地
の
未
登
記
の
解
消
に
つ
い
て
は
、
計
画
的
な
取
組
み
に
よ
り
一
定
の
改
善
成
果
は
認
め
ら

れ
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
相
当
の
未
登
記
件
数
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
引
き
続
き
登
記
事
務

処
理
の
推
進
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
（
土
木
監
理
課
）

ウ
　
廃
道
敷
及
び
廃
川
敷
の
管
理
及
び
処
分
に
つ
い
て

廃
道
敷
及
び
廃
川
敷
が
相
当
数
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
実
態
を
的
確
に
把
握
し
、
適

切
な
管
理
及
び
処
分
の
推
進
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。
（
道
路
保
全
課
、
河
川
砂
防
課
）

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
36号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、

同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
15年
９
月
24日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
鎌
　
田
　
守
　
恭

同
　
　
　
　
　
名
　
和
　
基
　
延

同
　
　
　
　
　
石
　
川

治

同
　
　
　
　
　
広
　
瀬
　
員
　
義

１
　
監
査
対
象
部
局
　
　
議
会
事
務
局

２
　
監
査
対
象
年
度
　
　
平
成
14年
度

３
　
監
査
の
概
要

監
査
対
象
機
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
査
年
月
日

議
会
事
務
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
５
月
29日

４
　
監
査
の
結
果

財
務
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
と
も
厳
正
か
つ
効
率
的
な
執
行
に
留
意
す
る
よ
う
要
望
し
た
。

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
37号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、

同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
15年
9月
24日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
鎌
　
田
　
守
　
恭

同
　
　
　
　
　
名
　
和
　
基
　
延

同
　
　
　
　
　
石
　
川

治

同
　
　
　
　
　
広
　
瀬
　
員
　
義

１
　
監
査
対
象
部
局
　
　
人
事
委
員
会
事
務
局

２
　
監
査
対
象
年
度
　
　
平
成
14年
度

３
　
監
査
の
概
要

監
査
対
象
機
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
査
年
月
日

人
事
委
員
会
事
務
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
５
月
29日

４
　
監
査
の
結
果

財
務
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
と
も
厳
正
か
つ
効
率
的
な
執
行
に
留
意
す
る
よ
う
要
望
し
た
。

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
38号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、

同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
15年
9 月
24日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
鎌
　
田
　
守
　
恭



平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

（
第
九
〇
六
七
号
）

一
四

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/
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